
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の合意を得ましょう 

 公園は地域の大切な財産です 

 活動を始める前に地域の皆さんでよく話し合い、 

 地域の合意を形成することが大切です 

 
しっかりとした計画を立てましょう 

 実施した年の翌年度から３年間は同事業を 

 利用することができません 

 計画的な整備計画を立てましょう 

 ※同事業で６歳児以下の遊具を設置したときのみ２年間に短縮されます 

■ 

■ 

事前相談 

申 請 

(酒田市) 承認 

実 施 

完成報告 

現地確認 

精 算 

安全性や管理等の観点から内容について事前に 

ご相談いただくことお勧めします 

申込書類 ① 手づくり公園整備事業承認申請書 

     ② 設置するものの場所を記入した平面図 

     ③ 設置するもののカタログ 

     ④ 見積書 3 社分 

（酒田市競争入札参加者登録業者によるもの） 

維持管理 

掛かった費用は酒田市から直接業者に支払われます。 

可能な範囲で整備後の管理にご協力お願いします。 

美化サポーターに登録すると、今後の維持管理に 

必要な資機材の支給や借用ができます。 

（花種・肥料・草刈機など） 


